
　山形県労福協「第５８回定時総会」を、５月２８
日に大手門パルズ「霞城」で開催しました。
　今年は新型コロナウイルス感染拡大防止策と
して、出席者は会員・役員に限定し地区役員な
ど傍聴出席を見送ったほか、ソーシャルディス
タンスの確保、換気の徹底、簡素化による時間
短縮などの対策を講じました。
　議長には出席会員より山形県生協連の菅井道也氏を選出。
理事会を代表し挨拶した小口裕之理事長は「労福協は『福祉
はひとつ』の理念と、先人の皆さんの志をしっかりと引き継
ぎ、暮らしの相談事業や教育・文化交流事業など多岐に渡っ
て取り組んでいる。今年度も、働く者がより豊かな生活を営
むための取組みや、安心して生活できるセーフティネットワーク作りに力を合わせていく。１月末の大沼デパート破
産と解雇の問題は、労福協と県雇用対策課が中心となり新たな協議会を立ち上げ、元従業員の再就職支援を現在も続
けている。新型コロナウイルスの問題は、まだまだ先の見通せない状況だが、今後私達の生活に大きな影響と変化を
及ぼすことは必至で、まさにオールやまがた体制で乗り越えなければならないし、生活格差の問題や誹謗中傷等の差
別問題も課題解消に取り組んでいかなければならない。連帯と共助の力で新たな時代を創造し『福祉はひとつ』の理
念のもと私達が未来を変えるという強い決意の共有をお願いします」と述べました。議事では、第１号議案「２０１９年
度事業報告」、第２号議案「２０１９年度会計決算報告および監査報告の承認」、第３号議案「役員の選任」について審議
し、全議案とも原案どおり承認し終了しました。

新役員体制（2020年５月28日時点）
役　職 氏　名 所属団体（略称） 備考
理 事 長 小口　裕之 連 合 山 形
副理事長 熊澤　年啓 こ く み ん 共 済coop
〃 森　　伊織 連 合 山 形 新 任

専務理事 設樂　　正 連 合 山 形 新 任
理 事 舘内　　悟 連 合 山 形
〃 柏木　　実 連 合 山 形
〃 手塚　　靖 東 北 労 金 県 本 部
〃 本間　秀司 こ く み ん 共 済coop
〃 安部　芳晴 山 形 県 生 協 連
〃 渡辺　治雄 教 育 基 金 協 会
〃 安食　芳春 福 祉 セ ン タ ー 新 任
〃 髙橋　昭弘 経 済 社 会 研 究 所 新 任

監 事 草刈　百合 連 合 山 形
〃 宮城　　崇 東 北 労 金 県 本 部 新 任

退任役員
役　職 氏　名 所属団体（略称） 役員在任期間
副理事長 大泉　敏男 東北労金県本部 通算10年※

専務理事 佐藤　昇治 連 合 山 形 ２年７カ月
理 事 遠藤　吉久 経済社会研究所 ３年
監 事 生田　　稔 東北労金県本部 １年

※理事長５年３カ月、副理事長４年９カ月

新たな役員体制で始動 �
　総会終了後の理事会にて、理事長に小口裕之（再任）、
副理事長に熊澤年啓（再任）、森伊織（新任）、専務理事に
設樂正（理事から役職変更）とする左記役員体制を承認し
ました。退任された役員の皆さまには、長い間、労福協活
動にご尽力いただき誠にありがとうございました。

連帯と共助の力で新たな時代を創造

ソーシャルディスタンスを確保した総会会場

小口理事長 大泉前副理事長 佐藤前専務理事

第58回定時総会を開催
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新型コロナウイルス感染症関連

第７３回勤労者体育祭山形県大会　初の開催中止を決定
　勤労体県大会を９～１０月に開催予定でしたが、５～８月に予定していた県内８地区での予選会（地区大会）が開
催困難な状況であることや、参加者の感染・怪我リスクなどを勘案した結果『県大会の中止』を決定しました。戦
後まもなく始まった歴史ある本大会ですが、屋外競技の雨天中止以外では初の中止となります。

相談窓口における感染防止対策
 相談事業を行う「生活あんしんネットやまがた」および「山形県求職

者総合支援センター」では、アクリルパネルの設置、こまめな消毒作業、
アルコール消毒液の設置、相談員・相談者共にマスク着用、出張時には
フェイスシールドの着用などの感染防止対策を講じ、安心して相談できる
環境作りに努めています。

各地区労福協の総会対応　集会開催を見送り書面議決で開催
　県内１１の各地区労福協は、例年５月下旬～７月上旬に総会時期を迎えますが、多くの地区が新型コロナウイルス
感染拡大防止のため集会開催を見送り、書面議決開催で対応しています。また、各地区労福協の各種事業について
も適宜実施判断していくこととしています。

各省庁・政党に緊急要請行動や記者会見
　中央労福協は、４月上旬に各省庁（厚生労働省、文部科学省、国土交通省）お
よび各政党（自民党、立憲民主党、国民民主党、公明党、社民党）に対し「新型
コロナウイルス感染症の影響拡大に伴う緊急要請」を行いました。また、４月７
日には中京大学大内教授と共同記者会見し、学生の主なアルバイト先である飲食
業や学習塾などの仕事が激減し『アルバイト難民』が生じている状況から、奨学
金返済や学費の支払いが困難な学生の緊急支援を求めました。
　要請項目　○休業・休職等に伴う所得補償、雇用対策等　○生活保護および生活困窮者自立支援
　　　　　　○緊急住宅支援　　　　　　　　　　　　　　○奨学金返済と学費への支援
　この緊急要請後、雇用調整助成金の拡充、住宅確保給付金の対象範囲の拡大、個人向け緊急小口資金特例貸付の
窓口拡大（労働金庫との連携）など様々な施策が実現しましたが、雇止めや内定取り消しの頻出、学費の納入や奨
学金返済に困難を抱える若者が増えるなど、まだまだ問題は山積していることから、前回要請の未対応部分に下記
を含めた「第二次緊急要請」を６月初めから各省庁・政党に行っています。
　追加項目　○医療および介護機関・従事者への支援　　　○公益法人・一般法人への支援
　なお、要請内容の詳細は中央労福協ホームページ（https://www.rofuku.net/）からご確認いただけます。

コロナ対応 生活支援特別融資／社協「緊急小口資金特例貸付」申込取次
 労働金庫では新型コロナウイルス感染拡大の影響により、家計負担の増加や収入が減少した勤労者及び離職者

の生活支援、家計の負担軽減を図るため４月15日から「新型コロナウイルス対応　ろうきん生活支援特別融資」の
取り扱いを開始しました。５月２７日からはＷｅｂ事前審査（離職された方は除く）も利用することができます。
　また、都道府県社会福祉協議会が新型コロナウイルス感染症の影響による休業等により収入が減少された世帯を
対象に実施している「緊急小口資金特例貸付」のお申込みの取次を４月３０日から開始しました。
　これらの取り組みの詳細は、東北労働金庫ホームページでご確認ください。

県

県

地区

中央

労金

高さ50㎝のアクリルパネルを設置

文部科学省で会見する神津会長
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高校や専門学校で
ワークルールの出前講座

　県内の高校３年生や専門学校を対象に、出前講座「労
働関係制度の説明会」を実施しており、昨年度は11校か
らの依頼を受け、地区労福協役員が講師を務め対応しま
した。
　講座では、労働契約、就業規則、労働時間、最低賃金、
割増賃金、年次有給休暇など、社会に出る前に知ってお
きたい基本的な制度を説明しています。

山形大学人文社会科学部
「連合山形寄付講座」

　連合山形と山形大学人文社会科学部は「連合山形寄付
講座」を実施し、2019年度後期にて８年目の取り組みと
なります。今回も全15回のうち３回を県労福協と各協同
組合（労金、こくみん共済coop、生協連、農協）が担
当し、協同組合の意義、各協同組合の歴史・取り組み、
労働者自主福祉運動の現状・課題などを学生に講義しま
した。

生活あんしんネットやまがた
　県民からの生活全般に関する悩み・困りごと「生活なんでも相談」を実施しています。
相談者数は２７０名（前年度比－１７名）、相談件数は３９４件（同－１０７件）。頻回者からの相
談が減少しました。

山形県求職者総合支援センター
　ハローワークプラザやまがた内に主窓口を設置し、求職者の住まいや生活、就労に関す
る相談機関です。相談者数は３９８名（前年度比－１８９名）。最寄り駐車場が工事で使用出来
ず利便性が低下したことも大きな要因と考えます。

生活困窮者家計改善支援業務
　生活困窮者自立支援法に基づき各自治体の自立支援相談窓口と連携し、家計収支の均衡が取れていないなど家計
に問題を抱える方に対し、家計計画表・キャッシュフロー表の作成や家計管理能力の向上支援などの生活再建支援
を、県の委託を受け実施しています。県内１市２２町村を対象に計６９件（前年度比±０）対応しました。
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相談事業２０１９年度の実績

生活あんしんネットやまがた
生活なんでも相談ダイヤル
7／30（木）～8／1（土）
10：00～17：00

0120-39 -6029

山形県求職者総合支援センター
求職者の生活･就労相談ダイヤル
7/29（水）～31（金）
9：30～17：00

0800-800 -7867

集中相談会の
お知らせ

お気軽に
ご相談ください。

生活あんしんネットやまがた
相談内容内訳

▲

県求職者総合支援センター
相談内容内訳

▲
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　私は、いわゆる“終活”として、遺言書を
書こうと考えています。公正証書遺言も考え
ましたが、自分の想いがより伝わるように自

筆の遺言書を作成しようと思います。
　しかし、せっかく遺した遺言書が発見されない場合も
あったり、発見しても裁判所での手続きが必要になると
聞いたことがあります。
　遺言書の存在自体は長男に伝えておこうとは思います
が、生前に見られるのは避けたいので、保管場所は内緒
にしようと思います。遺言書を発見してもらう良い方法
はありますか？

　まずは、あなたが信頼できる友人や親戚の
うち１人か２人に遺言書の保管場所を教示し
てはいかがでしょうか。もしもその方があな

たより先に他界された場合は、また別の人に教えること
になるでしょう。

　そして、自筆証書遺言の場合、
遺言書の保管者は、遺言書のある
ことを知った後、遅滞なく家庭裁
判所に遺言書を提出し検認を請求することになります
（民法1004条）。相続人が遺言書を発見した場合も同様
です。このことは遺言書の存在、偽造や変造防止のため
です。
　しかし、検認は遺言の有効・無効を提出するものでは
ありません。したがって検認後も相続人などから遺言の
無効を主張することは出来ます。
　そして、遺言書の記載内容を執行しようとする場合、
例えば不動産登記申請などでは検認が必要になります。
　友人等に遺言書の保管をお願い出来ない場合は、法務
局にて遺言書の保管制度（2020年７月10日施行）があり、
遺言書保管官に対し保管を申請することも出来るので、
これもひとつの方法でしょう。

生活なんでも相談 Q&A
Q．

A．

〈回答：設楽作巳弁護士〉
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やまがた 出会い 検索 
「出会いの機会がない」、「本気で結婚を考えている」という方、

まずはホームページをご覧ください。 

山形県、全市町村、県内各種団体（労福協

など６団体）で組織する「やまがた出会いサ

ポートセンター」は、結婚を希望する独身者

を応援するため、マッチングシステムを活用

し希望に合う相手を検索・閲覧、１対１のお

見合いの申し込みができる会員制の「出逢い

やまがた」を運用しております。 

http://www.dsc-yamagata.jp/

 
登 録 料 
１ 万 円 

（3 年間有効） 

 
～ お 友 達 割 ～

２人以上のお友達同士で登録すると
それぞれ 円割引

　今の夫と再婚して約20年。夫との子供はい
ません。ＤＶ等は受けていませんが、夫婦仲
も悪く離婚を考えています。

　しかし、夫の年金が少額で経済的自立ができないこと
と、夫には頼れる親戚・知人がいないことから、離婚し
ても私を頼ってくる可能性が非常に高く、ストーカー化
しないか心配で、離婚に踏み出せない状況です。
　もし私が夫を突き放しても、今度は私の子供（前夫と
の子供で現夫と養子関係にはない）の所に行く可能性が
大いにあり、もっと心配です。
　夫と離婚後に一切の関係を断つ方法はありますか？

　要するに離婚後もあなたや子供に付きまと
われては困るということでしょうか。
　2000年11月24日に施行された「ストーカー

行為等の規制等に関する法律」という法律があります。
　この法律では、つきまとい、待ち伏せ、見張り、押し
かけ、面会強要、暴言、無言電話など様々な行為を禁止
しています（同法第２条）。
　そして、元夫が上記の行為に及んだ場合、警察署長等
は当該行為者に対して、その行為をしてはならない旨を
警告することができます（同法第４条）。
　警告の効果がないときは、さらに禁止命令を出すこと
になります（同法第５条）。
　その他に市町村に支援を求める等の手当てがあります
が、現実の履行は難しい場合があり、被害者の援助申出
があるのに行動が遅れ、重大な結果になってしまうこと
が、時折メディアで報道されるなど困った事態ではあり
ます。近くの交番に相談して見守ってもらうことも要望
しましょう。

Q．

A．
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山形推進本部
(山形県勤労者共済生活協同組合)

「こくみん共済 coop」は営利を目的としない保障の生協として共済事業を営み、相互扶助の精神にもとづき、組合員の皆さまの安心とゆとりある暮らしに貢献することを目的としてい
ます。この趣旨に賛同いただき、出資金を払い込んで居住地または勤務地の共済生協の組合員となることで各種共済制度をご利用いただけます。

山形市城南町1-18-22 TEL.023-646-4666(代)

※ここに記載している内容は、共済の概要を説明したものです。ご契約の際には、
「ご契約のてびき(契約概要・注意喚起情報)」等を必ずご覧ください。

0620S002

２０20

ろうきんの「ふるさと奨学ローン」を利用し、お子様が
卒業後、山形県内に就職または就業した場合は、それ
以降の利子に対して返済終了まで、元金300万円を
限度に年2.0％の利子相当分を協会が補給します。

●用途／ご本人や親族の方の教育費用
　　　　としてご利用いただけます。
●融資金額／最高１，０００万円
●融資期間／固定金利型　最長１０年
　　　　　　在学期間中、元金の返済
　　　　　　を最長６年間据え置くことが
　　　　　　できます。
●担保・保証／担保は不要です。ろうきん指定の保証
　　　　　　　機関をご利用いただきます。
　　　　　　　保証料はろうきんが負担します。
●金利／ろうきん各支店へお問い合わせ願います。　
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2020 年 6 月 やまがた労福協ニュースＮｏ．37 の原稿 

※ろうきんダイレクト（インターネットバンキング）でのお取引も対象となります。 
（景品のお受け取りには、店頭でのお申し出が必要となります。） 

※キャンペーンのプレゼントは個人のお客さまが対象となります。
※プレゼントは「1 お取引項目につき、お一人様 1 つ」となります。
※写真はイメージです。また、景品内容は変更になる場合があります。
※「東北ろうきん生活応援運動『資産形成』」は期間を延長する場合があります。
※対象の商品概要については店頭に説明書をご用意しております。
※詳しくはお近くのろうきん窓口にお問合せください。 

https://www.tohoku-rokin.or.jp 
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